
（法第28条第１項関係様式）　　　※事業報告書等提出用

（法人の名称：特定非営利活動法人元気だ下條）

（単位：円）

Ⅰ経常収益

１受取補助金

受取補助金 9,695,941 

9,695,941 

２受取寄附金事業収益

事業収益 1,134,476 

1,134,476 

３受取助成金等

雑収入 0 

受取利息 28 28 

　経常収益　計 10,830,445 

Ⅱ経常費用

１事業費

(1) 人件費

給料手当 4,280,817 

法定福利費 636,160 

福利厚生費 5,940 

　人件費　計 4,922,917 

(2) その他経費

資材費 1,000,589 

委託料 780,000 

広告宣伝費 103,661 

消耗品費 119,196 

事務用消耗品費 203,891 

通信費 122,656 

車両費 141,018 

賃借料 22,600 

修繕費 146,047 

接待交際費 18,991 

支払手数料 12,760 

旅費交通費 24,810 

支払保険料 62,080 

租税公課 5,000 

水道光熱費 38,256 

減価償却費 186,559 

　その他経費　計 2,988,114 

　　事業費　計 ① 7,911,031 
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２管理費

(1) 人件費

給料手当 991,743 

法定福利費 159,040 

　人件費　計 1,150,783 

(2) その他経費

報償費 288,401 

雑費 30,500 

　その他経費　計 318,901 

　　管理費　計 ② 1,469,684 

　　　経常費用　計 9,380,715 

　　　　当期経常増減額 1,449,730 

　　税引前当期正味財産増減額 1,449,730 

　　法人税、住民税及び事業税 0 

　　当期正味財産増減額 1,449,730 

　　前期繰越正味財産額 0 

　　次期繰越正味財産額 1,449,730 

　１　平成24年度に改正施行された特定非営利活動促進法に伴う定款変更が済んでいない法人が､

　　この様式を使う場合は、欄外に「当法人の『収支計算書』については、『活動計算書』と表

　　記しています。」の記載が必要です。　　

　２　活動計算書には、借入金等の資金収支は含まれません。

　３　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号。以下「法」といいます。）第２条第２項に

　　おいて、「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を主たる目的として設立された法人

　　であると定義されておりますので、例示の①の額が②の額より多くなっている必要がありま

　　す。

　　　なお、事業費と管理費の区分は、法人税法上の収益事業と非収益事業の区分とは異なりま

　　すのでご注意ください。

　４　「次期繰越正味財産額」は、貸借対照表の「正味財産合計」と財産目録の「正味財産」と

　　一致しなければなりませんので、必ず確認してください。
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